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平成２２年第３回竹原市議会臨時会会議録 

 

平成２２年７月１２日開会 

  （平成２２年７月１２日） 

 

議席順 氏 名 出  欠 

１ 大 川 弘 雄 出 席 

２ 道 法 知 江 出 席 

３ 宮 原 忠 行 出 席 

４ 片 山 和 昭 出 席 

５ 鴨 宮 弘 宜 出 席 

６ 北 元  豊 出 席 

― ―――――――――― ――― 

８ 大 森  洋 出 席 

９ 稲 田 雅 士 出 席 

１０ 唐 﨑 輝 喜 出 席 

１１ 松 本  進 出 席 

１２ 吉 田  基 出 席 

１３ 脇 本 茂 紀 出 席 

１４ 小 坂 智 徳 出 席 

１５ 天 内 茂 樹 出 席 

１６ 小 坂 明 三 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

    議会事務局長                   宮 地 憲 二 

    議会事務局係長     笹 原 章 弘 
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説明のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

 

職 名 氏 名 出 欠 

市 長 小 坂 政 司 出 席 

副 市 長 三 好 晶 伸 出 席 

教 育 長 前 原 直 樹 出 席 

総 務 部 長 今 榮 敏 彦 出 席 

総 務 課 長 桶 本 哲 也 出 席 

情 報 化 推 進 室 長 平 田 康 宏 出 席 

企 画 政 策 課 長 豊 田 義 政 出 席 

財 政 課 長 塚 原 一 俊 出 席 

税 務 課 長 久 重 雅 昭 出 席 

会 計 管 理 者 大 下 建 宗 出 席 

監 査 委 員 事 務 局 長 堀 川 豊 正 出 席 

選挙管理委員会事務局長 桶 本 哲 也 出 席 

市 民 生 活 部 長 中 沖  明 出 席 

市 民 健 康 課 長 森 野 隆 典 出 席 

まちづくり推進課長 大 澤 次 朗 出 席 

文 化 生 涯 学 習 室 長 西 口 広 崇 出 席 

忠 海 支 所 長 森 野 隆 典 出 席 

人 権 推 進 室 長 中 沖  明 出 席 

福 祉 課 長 大 宮 庄 三 出 席 

子 ど も 福 祉 室 長 井 上 光 由 出 席 

建 設 産 業 部 長 谷 岡  亨 出 席 

産 業 振 興 課 長 中 川 隆 二 出 席 

観 光 交 流 室 長 堀 信 正 純 出 席 

建 設 課 長 柏 本 浩 明 出 席 

都 市 整 備 課 長 有 本 圭 司 出 席 

区 画 整 理 室 長 山 元 立 志 出 席 

下 水 道 課 長 大 田 哲 也 出 席 

農業委員会事務局長 西 原 正 敎 出 席 

教育委員会教育次長 新 谷 寿 康 出 席 

教育委員会学校教育課長 亀 井 伸 幸 出 席 

教育委員会教育振興課長 新 谷 寿 康 出 席 

水 道 課 長 前 本 憲 男 出 席 
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付議事件は下記のとおりである 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 議案第４８号 工事請負契約の締結について 

 日程第４ 議案第４９号 工事請負契約の締結について 
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              午前１０時００分 開会 

議長（小坂智徳君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、これより平成

２２年第３回竹原市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に昨日の参議院議員選挙における投票用紙の交付誤りについて、理事者側

より経過報告をいたしたいとの申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 市長。 

市長（小坂政司君） 議会前の貴重な時間をいただきまして、昨日の参議院議員通常選挙

における投票用紙の交付誤りについて御報告をさせていただきます。 

 昨日行われました選挙の投票事務の際、竹原市高崎町の第１３投票所において、投票用

紙の交付の誤りが発生しましたことは、公正な選挙執行において絶対にあってはならない

ことであり、投票された４７人の選挙人の皆様には多大な御迷惑をおかけし、また、議員

各位を初め、多くの市民の皆様方に大変な御心配をおかけしたことに対し、まことに申し

わけなく、心よりおわびを申し上げる次第でございます。 

 今後二度とこのような事態を招くことのないよう事務の適正執行について注意を喚起を

行うとともに、意識啓発を徹底してまいる所存でございます。 

 昨日の事態の発生経過等につきましては、この後、選挙管理委員会事務局長から報告を

させていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 昨日発生いたしました参議院議員通常選挙における投票用紙の交付誤りにつきまして御

説明をいたします。 

 竹原市第１３投票所におきまして、投票開始時刻の午前７時から午前８時３０分までの

約１時間３０分の間、選挙区の投票用紙と比例代表の投票用紙を自動交付機に誤ってセッ

トしたまま４４人の有権者に投票用紙を交付し、投票を行っていただきました。 

 また、４５人目から４７人目の３名の有権者には選挙区の投票用紙を交付すべきところ

を比例代表の投票用紙を交付し、これを投票後に有権者からの指摘により初めて投票用紙

の交付誤りに気づき、本来であれば、比例代表の投票用紙を交付しておりましたので、選

挙区の投票用紙を交付すべきところ、誤って比例代表の投票用紙を二重で交付するという
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過ちを犯してしまいました。 

 こうした投票用紙の交付誤りにつきましては、先ほど市長も申し上げましたとおり、公

正な選挙執行において絶対にあってはならないことでありまして、投票された４７名の有

権者の皆様には心からおわびを申し上げます。 

 事件発生の対応状況でございますが、４７人目の投票が終了した時点で投票用紙を正し

くセットし直し、４８人目の選挙人からは正規の投票用紙を交付いたしました。また、事

件発生を投票所の職員から電話で報告を受けまして、現地において事情聴取を行い、この

ことを広島県選挙管理委員会に報告いたしますとともに、誤って交付し、投票された有権

者の方々につきましては、各家庭を訪問するなどして謝罪を行ったところでございます。 

 議員の皆様を初め、市民の皆様には大変御迷惑をおかけいたしまして、申しわけありま

せんでした。 

 今後このようなことが二度と起きないよう事務従事者の意識改革のほか、点検業務を徹

底してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） ただいまの報告に対する質疑を行います。３番。 

３番（宮原忠行君） １つは、公職選挙法の問題といいますかね、恐らく公職選挙法の問

題なのか、あるいは規則なのか、あるいは通達の問題なのか、４７名の方は、その選挙区

用紙が違うとはいいながら、明らかに自分の意思として候補者名なり、あるいは支持政党

名を書かれたわけですよね。 

 それで、これに対してですね、恐らく無効ということになるんでしょうけれども、果た

して用紙が違うという形式的な判断だけで無効とすることが正しいのかどうかね。法律の

解釈論として、基本的には形式的かつ画一的な判断は、法令上、法源上というか、違法と

されておるわけなんですよね。法解釈として、各個別の具体的な事例に即して妥当性を探

る、個別的具体的妥当性を探るのが法の正しい解釈運用と言われておる中で、明らかに投

票された方は自分の支持する候補者名を書き、あるいは政党名を書かれておるわけですよ

ね。明確に有権者の意思表明がなされておるにもかかわらず、用紙の違いということだけ

で無効とする判断が正しいのかどうか。 

 もし、そうした形式的かつ画一的な法の解釈運用執行によって民意がある意味拒否され

るとするならば、やはり一人一人の民意を問うという選挙の根幹にかかわってくるんでは

なかろうかと、こういうふうな思いもされるわけですね。別に４７名の方が仮にそれを有

効と認めたとしても、別に全体の利益が損なわれることもないわけですよね。そうでしょ
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う。明らかにもうそこに民意は示されておるわけだからね。開票の段階、あるいは票読み

の段階で、仕分けの段階で区分整理ができて有効票として扱うようなことが果たしてでき

ないんかどうか。 

 例えば、これは国の中央選挙管理委員会の権限に属することなんでしょうけれども、こ

ういう事例があって、やはり４７名の方に対して謝罪ということだけで済むんだろうかど

うか。別に御迷惑をしたとかなんとかということじゃない話なんですよ。４７名の方があ

らわされたその意思というものに対してどういうふうに、個別具体的な１３選挙区におい

て発生したこの問題をどういうふうに合理的に解釈運用をしていくのかという考え方とい

うのも本来持たなければならないことだろうと思うわけですね。 

 ですから、県の選管なりに対しても何とか有効として取り扱っていただけるような解釈

運用ができないのか等々についても、果たしてそのような協議なり申し入れをされたのか

どうか。もしされておれば、例えば県の選管から中央選挙管理委員会に対して、そこら辺

の取り組みということもある意味少し時間はかかるかもわかりませんけれども、時間の経

過からいえばまだ十二分に、８時まででいえば対応する時間はあったはずなんですよね。 

 それで、全国的にもこうした問題はあるわけで、４７名の方々の無効としたその措置に

対してやはり私は、本来ならば本日、ここに選挙管理委員長もお越しになられて、そうし

たことも踏まえてどうなんだろうかという議論なり問題提起というものをしておく必要が

あったんではなかろうかと、このように考えているわけです。 

 そして、もう１点私が気になりますのは、私のことを申し上げますと、ちょっとあんま

りよろしくないかなとは思うんですけれども、４年前の選挙において、最初選管の発表が

８００票、そして保留になりまして、３票減って７９７票と、こういうことになりまし

た。 

 それで、思い起こしてみますと、開票事務に関して、ここかなりですね、例えば票を二

重に読んだりとかいう開票事務に関しては、ここのところずっと私は、市長選挙を除いて

は何らかのトラブルといいますかね、いうんが継続して起きておるというふうに私は理解

しておるわけですよ。 

 それで、そうした開票事務なり、あるいは民意を最大限に尊重するという選挙によって

民主政治を行っていくという、その原理原則のところに対する理解というものがいささか

欠けておるんではなかろうかと。そういう形の中で、二重に読んでみたりして開票事務に

非常に時間がかかったりとかいうようなトラブルも続いてきておるわけですよね。それ
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で、その延長上に私は今回の問題が起きたのではなかろうかと、このように考えておるわ

けですよ。 

 それで、どうしても私は、おおよそ行政といえども人間がやることですから、あっては

ならないことではありますけれども、今日における行政の考え方というのは、むしろそこ

ら辺も含めて危機管理をどういうふうにしていくんかと、そういうことは起こり得ること

なんだと、起こったときにどう対応するかということがむしろ問われてきておるわけで、

そうしたある意味でいえば選挙における危機管理ということも含めて、私はもう一度、投

票用紙が交付ミスによって起きた話ですからね、市民の何人かの有権者の方にもお聞きし

ましたけれども、「やっぱりそれは市が悪いわ」と、こういうふうな反応がほとんどです

よ。であるならば、そうした解釈運用で済むのか、あるいは規則改正、あるいは公職選挙

法の改正にまで進まなければならないのかわかりませんけれども、そこら辺の自己検証を

ぜひともしていただきたい。そして必要があるならば、県選管なり、あるいは中央選挙管

理委員会に対してそうした提言といいますかね、いうことをぜひとも検討していただきた

いと思うわけです。 

 それで、簡単でいいんで、今の経過について、今まで開票事務について問題があったこ

とと、今回のそうした無効票として扱うことが果たして正しいんかどうかね。示された民

意を生かそうと思えば、県選管なり中央選挙管理委員会に対して何らかの意見具申とかい

ったことが考えられるのかどうか、答弁をいただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 今、宮原議員さん御指摘をいただきました、まず４７名今回誤って投票用紙をお渡しし

て投票をされた貴重な投票でございますが、これにつきましては、確かにおっしゃられま

すように、何とか救済する方法というものは考えたわけではございますけども、今後県の

選挙管理委員会のほうにもそういった協議なり、また、そういった要望なりさせていただ

くことを検討させていただければというふうに思っております。 

 また、開票事務のことの御提言をいただきました。正確に迅速に開票事務を進めなくて

はならないというふうに思っております。開票事務におきましても、そういったミス、誤

りがあってはいけませんので、そういった危機管理、意識改革をするように、また、そう

いったことを徹底して事務に当たっていきたいというふうに考えております。どうぞよろ
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しくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） ３番。 

３番（宮原忠行君） もう１点御指摘をさせていただきますと、各行政委員会等々が今国

レベルでもいろいろ問題になっているわけですよね。それで、とりわけ民主主義の原理原

則たる選挙制度を支える選挙管理委員会ですよね。 

 私は、今回の問題に関して、この場でとは申しませんけれども、やはり何らかの形で次

の広報になるのか、あるいは委員長見解とかおわびとかいう形で、やはり市民の皆さんに

も選挙を統括する委員会の長としてのおわびなり、そして、今後の改革への決意等を含め

た、そうした対応も検討をされる必要があるんじゃないかと思うわけですね。といいます

のは、やはり単なる名誉職としての選挙管理委員会とか委員長じゃないわけですよね。 

 それで、ある意味やはりこの民主政治、とりわけ投票率の向上に向けて取り組まなけれ

ばならない選挙管理委員会において、交付ミスという手続ミスによって４７名の方の民意

というのを、ある意味でいえば拒絶した形になるわけですからね。そうしますと、やはり

ここはひとつ選挙管理委員会、あるいは選挙管理委員会の長として市民に対して、選挙管

理委員会は今回の事例に関してこうこうこういうふうに考え、おわび申し上げるととも

に、今後こういうふうな対応をしていきたいというような見解を、可能であるならば、広

報連絡版とあわせてそうしたものを配布していただければ、市民の皆さん方も、選挙管理

委員会は確かに間違いは犯したけれども、直ちにそういうふうにして一人一人の有権者、

あるいは市民の疑問とか怒りに対してすぐに反応してくれたという信頼感の醸成というの

はかなり回復できるんじゃないかと考えるわけですよ。 

 それで、そういうことにつきまして、これで終わりにしたいんで、もし御回答いただけ

れば答弁いただきたい思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 今回の事件発生の実態調査といいますか、また、これを行いながら、今後の再発防止対

策の取り組みとあわせまして、選挙管理委員会の中で協議をさせていただきたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） １番。 

１番（大川弘雄君） きのう電話連絡で聞いて驚いたんですけど、まず１つは、なぜ間違

ったかという理由が大事だというふうに思っています。これは、ただ単なる書類、投票用
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紙の機械に入れる入れ方を間違ったという理解でよろしいんですか。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 はい。投票用紙の自動交付機に誤って逆に投票用紙を入れまして、確認を怠ったために

気がつかなかったということでございます。 

議長（小坂智徳君） １番。 

１番（大川弘雄君） それは、その作業は、選挙管理委員なる方が３人座っておられます

が、そういう選挙管理委員の方が書類をセットするものなんでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 事務に従事いたしますのは、市の職員が行っております。確認は、それぞれその投票所

の中の者で行うということになっております。 

議長（小坂智徳君） １番。 

１番（大川弘雄君） ということは理解的には、そこの場にいた皆さんが一度テストをし

てみて、その機械からそういう色の違ったものが出てくるということはみんなが共用して

感じたわけですよね。それでいいというふうにしたわけですね。それでいいですね。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） このたびは、先ほど申し上げましたように、確

認をするのを怠っておったということでございまして、確認をしなかったことが原因であ

るということでございます。 

議長（小坂智徳君） ３回、もう４回目になるんだと思うんですが。１２番。 

１２番（吉田 基君） これ朝早く事故いうんか、事件が起きたと。それで、上司に報告

して、それなりの対応いうものが考えられるわけなんですが、問題は、ちょっとお尋ねし

たいのは、この４４名のいわゆる投票に対する責任とかいうんじゃなくて、例えばね、や

り直しはできなかったのかどうか、法的にですよ。ちょっと今お二方が質疑の中で聞き漏

らしたというんか、私なりにちょっと疑問に思った点を。仮に私がその選挙事務の責任者

で現場にいたとしますね、チェックとか、そういうことで４４人の事故が起きた。そうす

ると上司にすぐ報告しますよね、あなたのところへ、課長のところへ来たんじゃないか思

うんですが、そうすると、課長として県の選管なり中央選管なり４４人のやり直しとか

ね、例えば４４人だったら、大体名簿で連絡したわけでしょう。想像しながら詰めていっ
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たわけでしょう。チェッカーで４４枚出たわけでしょう、４７人か。３人が気がついて、

４４人が選挙人名簿で探していって連絡とったというふうに推測するんですけどね。そう

したら、朝一番だから、もしそういうことが可能であればいう前提になるんですけど、そ

こらあたりの選挙法のとらえ方ね、もう完全に４４人はそこで無効票になっているわけで

しょう。言っていることわかりますか。聞きたいのはそこの点だけなんですよ。やり直し

の問題とか、そういうことがもう法的に不可能だったんだと、だからしなかった。いや、

気がつかないから、ただ対処を謝っていっただけだと、いろいろあろう思うんですよ、内

容の中にね。だから、詰めた話というよりは、二度とこういうことが起きてもいかんし、

チェックとか、そういうのもいつもいつも言われてきたことなんですよ。前、開票所で電

気が消えたことがあるんよね、昔。脇本さんは覚えているみたいですね。そういう本当に

あっちゃいかんことが昔の選挙ね、大昔の。投票の枚数が足らなかったりね、知っている

人知らない人いるかもわかりませんが、そういうことの中で僕がちょっとお尋ねしている

んですよね。 

 だから、端的に言うと、やり直しについてが中心の質問なんですが、そういうふうなこ

とをどのようにとらえているか。別にとがめ立てしているんじゃないんですよ。ミスは必

ず、原発なんかでも起きているわけで。ただ、この問題の中で事故が起きた後そういうこ

とができたのかできないのかいうのがちょっとポイントとして聞きたいというふうに思い

ますので、お願いいたします。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 ４４名の方、やり直しはできなかったのかという御質問でございますが、この４４名の

方につきましては、確かに事務従事者のほうが誤って比例の投票用紙と選挙区の投票用紙

を１枚ずつお渡しをして投票を済まされておりますので、１人１票という原則がございま

す。それに再投票ということになりますと反することになりますので、やり直しはできな

いという判断でおりました。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） １２番。 

１２番（吉田 基君） だから、聞いたかどうかいうことよね。だって、最初にセットし

た紙が地方区でしょう。それに比例区の紙を入れとんでしょう。４７人まで行って３人は

ね。だから、僕が言いたいのは４４人いうのはもう投票所をあけて４７人まで行ったんだ



- 11 - 

ろう思うんですよ。そうすると、その投票箱の中には全部４４票がもう無効なんよね。そ

ういう場合の対処をだれがどういう形で判断したんかという、上司に報告しとるんでしょ

う。そして、自分の解釈でやったのかどうかいうのもちょっとあるんよね、僕の頭に。中

央選管が、いや、それやったら即やり直ししてくださいいう場合があるかないかもわから

んし、選挙管理委員会の方の了解が要るのかもわからんが、例えばその投票用紙が出る機

械がありますよね、その中には全部地方区に比例区が入っておるんでしょう。それから全

部さし抜いて入れたわけでしょう。そしたら、４４人の無効票というものの取り扱いの

が、別にとがめ立てしているんじゃないんですよ。そういう対処の知恵いうんか、対処が

あったんかどうか。いや、ただ単にもう無効で申しわけない、謝っただけなのかなとい

う、それだったら極めて４４人の人に対してただ謝るだけで、もう一度投票してもらえる

もんかどうかもわからんしね、私も。そこを聞いているんですよ。その場で処理したの

か、きちっと上位機関と協議して法の裏づけでやり直しができたのかできないとかいう、

もろもろのことがあるよね。ただ、動転していたから、多分想像ですけど、これは大変だ

と、こういうことで対処いうんか、処理の仕方に問題があるのかな、ないのかなという、

そういう疑問があるわけよね、こう思うのにね。そこを教えてもらいたいんですね。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 ４４名の方が、当然これは投票用紙を誤ってお渡ししたわけでございます。この４４名

の方につきましては、事務従事者のほうはその誤りに気づいて、その時点では気づいてお

りませんでしたので、それぞれ１枚ずつ選挙区と比例区とお渡しして投票を済まされてお

ります。その後、４７人目までの方のときに初めて誤りに気がついておりますので、もう

既にお帰りになられた後でございました。その４７人目の方が済まされた後に私どものほ

うへ報告がございまして、当然私どものほうも広島県の選挙管理委員会のほうには御相談

を申し上げましたが、既に投票箱へ投票用紙を投函されておられますので、もう投票箱を

あけることもできません。ですから、再投票もできないという判断で、おわびに１軒１軒

回らさせていただいたという状況でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） １２番。 

１２番（吉田 基君） だから、僕が言いよるのは、だめいうのはもう無効票であけられ

ん、そうかなあという、確かにそのとおりかもわかりませんけど、本当にそうかどうかい

うのをわかって言いよるんかね。だって、最初から最後まであれでしょう。最初にセット
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した分が４７にいって、朝８時半ぐらいに気がついたわけでしょう。そういう場合、細か

く説明したんかね、県のほうに、県の選管に。こういう事例いうのはちょっとまれに見る

から研究の課題はあると思いますよ。そこを聞いているんですよ。だから、説明の仕方だ

と思うんですよね、県の選管に。まあいいけどね。 

 もうおれとしてはここぐらいまでしかようお尋ねはできないんですけど、だから、そこ

のところがちょっと疑問に思ういうことなんよね。１００％なら、もうそれでいいと思い

ますけどね。 

議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 こういった交付誤りにつきましては、過去にも県内で発生した事例が、他市でございま

すが、ございまして、県のほうはそういった状況を把握されておられまして、また、そう

いったもとに御指導をいただいたということでございまして、先ほど申し上げましたよう

に、一たん７時に投票箱にかぎをかけますと、もう開票するまではあけられないというこ

とでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 二度とこういうことのないようにという思いで質問させていただき

たいと思います。 

 投票所は全部で何カ所あるのか。そこへ何名ぐらいの職員がつくということになってい

るのか。その職員の中には、例えば入社間もない職員というのがいらっしゃるのかどう

か、そのことと、それと、４７名に対して各家庭訪問をされたというふうに伺いました。

ただひたすらおわびの訪問であったのか、市民の声というのはどういう声が上がったの

か、それをお聞きしたいと思います。 

 それと、先ほどから議員、ほかの議員の方も言われておりますけども、県の選管へ報告

するということ、報告するということはあるけれども、指導というのは仰がないのかどう

か。それと、無効とした判断は間違いではなかったかどうかということもあわせてお聞き

したいと思います。 

 あと、開票の結果という総括表が出ておりましたけれども、ここにＧのところですね、

不突合というのかな、よく読めません。ここで持ち帰りが３、その他マイナス３という、

この３という数字は無効投票の中に入るものなのか、持ち帰りというのは余り聞いたこと

がありませんので、この説明をお伺いしたいと思います。 
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議長（小坂智徳君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 市内の投票所の数でございますが、２９投票所でございます。 

 それから、申しわけございません、全体の従事者の職員の人数ちょっと把握ができてお

りません。大体１カ所少ないところで３名、多いところで５名、職員がこのたびは従事を

いたしております。 

 それから、ことし入りました新入職員でございますが、従事をさせております。 

 それから、このたび大変御迷惑をおかけいたしました４７名の有権者の方でございます

が、昨日御訪問させていただきました。それぞれの方の声はどうだったかということでご

ざいますが、当然に怒りといいますか、そういった声でございます。大変お怒りになって

おられたということでございます。それに対しまして私どものほうはおわびを申し上げる

しかございませんので、おわびを申し上げて回らせていただきました。 

 それから、広島県の選挙管理委員会のほうには報告を──当然大きなミスでございます

ので、報告をいたしております。その際には、県のほうからも適正に執行するようにとい

う指導は受けております。 

 それから、開票結果の件でございます。 

 持ち帰り３票、これは投票をされた方が投票用紙を投票箱に入れずに持ち帰られた件数

が３票ということでございます。それから、その他のマイナス３でございますが、これは

先ほど最初に御説明させていただきました比例の投票用紙を二重に交付いたしております

ので、これが余分に多く、３票ほど多く交付したということで、ここにマイナス３という

ことで上げさせていただいておるものでございます。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 危機管理ということでちょっとすごく感じたところがあるので申し

上げたいと思いますけれども、最初の選挙区の場合は、今回黄色い薄い紙だったと思いま

す。比例区のほうが白い紙ということだったと思いますが、何と残念なことに、職員の方

ですね、表現の間違いといっても余りにの間違いではないかなと私は耳を疑ったんです

が、「赤い紙」、そして「白い紙」という表現をされておりました。当然市民の皆さんも

「一瞬えっと思った」という声を聞いております。なぜ黄色い薄い紙が赤なのか、高齢者

の方は「非常に迷った」というふうに言われておりました。すべてにおいて二度とこうい
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うことのないように危機管理の体制をしっかり整え直していただきたいなというふうに思

います。 

 ４７名の有権者の皆様には朝早くやっとの思いで投票所に向かって、本当に貴重な一票

を投じてくださったわけですので、二度とこういうことのないように市長みずから陣頭指

揮をとっていただいて、今回の件に関してはしっかりと検証していただきたいなと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより日程に入ります。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 

議長（小坂智徳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において天内茂樹君、宮原

忠行君を指名いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 

議長（小坂智徳君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会期は本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日間と決定いたし

ました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第３ 

議長（小坂智徳君） 日程第３、議案第４８号工事請負契約の締結についてを議題といた

します。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４８号工事請負契約の締結について、提案の理由を御説明申

し上げます。 
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 本案は、市立竹原西小学校及び竹原中学校の校舎の耐震補強工事の請負契約を締結する

ことについて、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 この工事は、昭和５６年以前に設計施工された、いわゆる旧耐震基準の校舎のうち、耐

震診断を行った結果、早急な補強が必要であると判断いたしました竹原西小学校の旧校舎

及び竹原中学校の校舎について、耐震補強工事を行うものであります。 

 工事の概要につきましては、建物外部から既成コンクリート部材による外フレームの設

置を行い、内部工事として、既存耐震壁の増し厚や柱・はりの炭素繊維巻き補強など、各

校の状況に合わせた補強を行い、耐震性の向上を図るものであります。 

 契約の方法につきましては、指名競争入札とし、工事の規模、工期、施工実績及び地元

発注などの観点からさまざまな検討を行った結果、市内の建設業者の技術習得を目的とし

た共同企業体により施工することといたしました。 

 本年６月３日に指名業者選定委員会において共同企業体の構成員となるための要件を満

たす業者の中から予備指名業者の選定を行い、市内業者については、創建ホーム株式会

社、株式会社三好組、株式会社勝谷組、有限会社植田組、有限会社岡組、株式会社中国工

業開発の６社を、市外業者につきましては、広成建設株式会社、株式会社増岡組、大之木

建設株式会社、株式会社砂原組、山陽建設株式会社、平原建設株式会社の６社を選定いた

しました。 

 これらの業者間で自主結成された共同企業体５社による指名競争入札を本年７月２日に

執行したところ、税抜き３億７，６２０万円の予定価格に対し、落札額３億１，０９０万

円、落札率８２．６４％で、山陽建設株式会社・創建ホーム株式会社竹原市立小中学校校

舎耐震補強工事（竹原西小学校・竹原中学校）共同企業体が落札したものであります。 

 契約金額は、落札額に消費税相当額を加えた３億２，６４４万５，０００円でありま

す。 

 工期につきましては、完成期日を平成２３年３月３１日と定め、教育委員会、学校現場

と連携を密にし、安全を確保すべく厳正な管理・監督を行い、工期内完成に努めてまいり

ます。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 16 - 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第４ 

議長（小坂智徳君） 日程第４、議案第４９号工事請負契約の締結についてを議題といた

します。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（小坂智徳君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４９号工事請負契約の締結について、提案の理由を御説明申

し上げます。 

 本案は、市立竹原小学校及び忠海中学校の校舎の耐震補強工事の請負契約を締結するこ

とについて、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。 

 この工事は、昭和５６年以前に設計施工された、いわゆる旧耐震基準の校舎のうち、耐

震診断を行った結果、早急な補強が必要であると判断いたしました竹原小学校の校舎及び

忠海中学校の校舎について、耐震補強工事を行うものであります。 

 工事の概要につきましては、鉄骨ブレースの設置を行い、内部工事として、既存耐震壁

の増し厚や柱・はりの炭素繊維巻き補強など、各校の状況に合わせた補強を行い、耐震性

の向上を図るものであります。 

 契約の方法につきましては、指名競争入札とし、工事の規模、工期、施工実績及び地元

発注などの観点からさまざまな検討を行った結果、市内の建設業者の技術習得を目的とし
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た共同企業体により施工することといたしました。 

 本年６月３日に指名業者選定委員会において共同企業体の構成員となるための要件を満

たす業者の中から予備指名業者の選定を行い、市内業者につきましては、創建ホーム株式

会社、株式会社三好組、株式会社勝谷組、有限会社植田組、有限会社岡組、株式会社中国

工業開発の６社を、市外業者につきましては、広成建設株式会社、株式会社増岡組、大之

木建設株式会社、株式会社砂原組、山陽建設株式会社、平原建設株式会社の６社を選定い

たしました。 

 これらの業者間で自主結成された共同企業体５社による指名競争入札を本年７月２日に

執行したところ、税抜き２億７，５００万円の予定価格に対し、落札額２億２，７０５万

円、落札率８２．５６％で、山陽建設株式会社・創建ホーム株式会社竹原市立小中学校校

舎耐震補強工事（竹原小学校・忠海中学校）共同企業体が落札したものであります。 

 契約金額は、落札額に消費税相当額を加えた２億３，８４０万２，５００円でありま

す。 

 工期につきましては、完成期日を平成２３年３月３１日と定め、教育委員会、学校現場

と連携を密にし、安全を確保すべく厳正な管理・監督を行い、工期内完成に努めてまいり

ます。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（小坂智徳君） これより質疑に入ります。１番。 

１番（大川弘雄君） この工期ですけども、たしか私の記憶では、忠中は夏休み中に工期

を完成しますからというふうな説明を受けたような気がしておりますが、そのあたりをも

う一度確認させてください。 

議長（小坂智徳君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（新谷寿康君） 失礼いたします。 

 今の４校については、教育委員会が学校耐震補強工事についての役員会及び保護者の説

明会をさせていただきました。なぜ補強工事が必要なのかということと、工事の概要につ

いて各小・中学校に説明いたしました。 

 工期については、夏休みから来年の３月末ということの説明をさせていただいておりま

す。 

 きょう議決をいただきまして、工期については、業者とあす各学校へ説明をするように

しておりますし、忠中については夏休みでの工期の完成ということについてはお話はいた
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しておりません。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） １番。 

１番（大川弘雄君） わかりました。 

 では、夏休みに終わるんではないということですね。わかりました。そういうふうに聞

いていたと思っていたんですが、そうであれば、余計に安全のこともありますので、でき

れば夏休みを終わっていただいて、少しでも危険度の少ないようにという意味で夏休みか

らということだというふうに皆さん理解しておりましたが、そうでないんであれば、授業

中もやるということになるというふうになりますので、ぜひとも安全対策は十分にやって

いただきたいと。できるだけ夏休みの間に、私はどう聞いてもそのように聞いた覚えがあ

ります。ぜひ夏休みに終わっていただきたい、努力をしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

議長（小坂智徳君） １５番。 

１５番（天内茂樹君） 私も先ほどのでちょっとやっぱり言っときたいというふうに思っ

たのですが、やっぱりこの工期の問題ですね、これは先ほどから３月３１日が工期になっ

とると。これは今教育委員会とも、あるいは学校現場とも連携を密にしながら言っとるん

ですがね、この３月３１日いうたら、もう人事異動もあるんです、検査もあるんです、学

校なんかでも校長先生、教頭先生らがおかわりになるということも十分に予想される中で

すね、３月３１日はいささかと。いまだかつては、調べてみてください、３月３１日の学

校建設等々においても、やっぱり３月２０日か２５日を完成にしてなかったかというふう

に思います。私は、かつてあるんですが、３月２５日が完成期限、それじゃ２６日から使

えるんですねと、こういう、完成ですね、検査を受けたら。それが実際には、ニスが全部

乾くまで待ってくださいと、それが１週間ぐらい使えんのです。工期から使えんのです。

工期があっても使えん。それはニスをするのが際でも完成でしょうね。実際完成しても使

えんのですね、ニスが乾かん限り、廊下が。そういうケースもあったんです。少なくとも

ね、学校でしょう。子供もいるか、卒業する、いろいろなことがあるんですが、３月３１

日というたら、検査する職員だって担当かわるじゃないですか。 

 今、仁賀のダムが来年の３月に完成します。３月１５日を完成。全部それで業者も、共

同企業体業者も全部撤去してきれいにして県へお渡しすると、それから、県は工期の検査

するでしょうね。県の検査官も３月３１日までありますから十分に、２週間あればあると
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いうことだと思うんですが。 

 私は、この学校なんか特にですが、なぜこの際までやらんでも、やっぱり、それは条件

ですから、少なくとも２０日とか、遅くとも２５日ですね、ような工期にできないんかと

いうことをね。実際無理でしょう、市の担当者あたりも。もう二十四、五日ごろには辞令

の発表、内示やらあるでしょう。もう仕事がうわつくんですよ。あるいは中には退職して

いかれる監督の責任者もあるかわからん。だから、やっぱりこういうふうなのは少なくと

も１週間から１０日前には工期をやるべきじゃないか、あるいは、そうしたらやっぱり手

直しが出るかもわからんと、こう思うんですが、こういう考えについて、３月３１日とい

うことを定められたということについて、あるいは私が申し上げることについてどのよう

に思われるか、御答弁をお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） 都市整備課長。 

都市整備課長（有本圭司君） 工期につきましては、きょう議会議決をいただいた後、あ

すからが着手する日にちとなっておりますので、あす早々に請負業者と協議いたしまし

て、基本的には、３１日というのはすべての成果品ができるのが３１日でありまして、工

事現場、現場につきましては、今のところ３月の中旬までには、２週間前には工事の現

場、それぞれの学校については現場は中旬には終わらせるように考えておりますので、そ

の辺を含めて、あすから早速工程調整、各学校現場等も含めまして調整を図ってまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。 

 以上です。 

議長（小坂智徳君） １５番。 

１５番（天内茂樹君） 結構ですが。でもね、やっぱり工期を３月３１日とあったら、３

月の半ばまでにきれいにせいや、なっとらんじゃないかと言うてもだめなんですよ。何よ

んな３月３１日が工期だろうがと。だから、そういう予定できちっとあるなら、いっその

こと３月１５日、３月２０日で工期はやるべきだと。そのほうが、先ほど来、やっぱり夏

休み中でも終わるんじゃないかいう、特に学校なんかの場合はそういう願いも、思いもあ

りますわね。そういったときに、この３月３１日、私それは先ほどの４８号議案について

も同じように思っとったんですが、次も今出るわと、このときに申し上げさせてもらいた

いと思って今申し上げたんですけどね。それは、そういうことであるかもしらんけども、

あるならいっそのこと、契約ならそうすべきじゃないかというふうに思うわけでございま

す。 
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 以上です。 

議長（小坂智徳君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（小坂智徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 以上をもって今期臨時会に付議された案件はすべて議了いたしました。よって平成２２

年第３回竹原市議会臨時会を閉会いたします。 

              午前１０時５８分 閉会 
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